
空き家所有者情報提供による
空き家利活用を促進する

・空き家を解体したい、売却したいと考えている所有者、相続の問題
を解決したいと悩んでいる空き家の相続人などの情報を所有者や相
続人の同意を得て、「空き家対策に関する協定締結団体」に情報提
供することにより専門的な見地から協定団体が具体的な活用方策を
検討し、空き家の利活用を図る。



※ 平成28年度より、主に助言通知の送付対象を中心に上記スキームによる空き家所有者
の外部提供を実施
※1 同意しない所有者に対しても希望があれば、各団体の空き家相談事業者リスト（市が各
団体に依頼し募集・取りまとめたもの）を提供

所有者情報の外部提供の流れ

太田市

群馬県宅地建物取引業組合太
田支部
全日本不動産協会群馬県本部
群馬県弁護士会
群馬建設業協会太田支部
太田広域建築業組合
群馬県建築業組合連合会毛里田
支部

空き家所有者

①提供情報の種類・情報提
供先からの接触等を含めた

意向確認※1

③同意を得た所有者情
報の外部提供

⑤空き家所有者への接触・相談対応

⑦相談対応し活用に結
び付いた空き家の報告

④同意を得た所
有者情報の外部

提供

各団体加盟
事業者

⑥相談対応し活
用に結び付いた
空き家の報告

協定締結団体

②同意書の記入・返送

⑦対応事業者が決まった場合報告
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